
t

’
畿
蕊



古
代
都
市
ウ
　
ル

　
ペ
ル
シ
ヤ
瀦
頭
の
陶
バ
ス
ラ
か
ら
ユ
ウ
フ
ラ
テ
ス
河
の
西
岸
に
沿
っ
て
バ
ク
グ
ッ
ト
へ
通
す
る
血
道
線
路
の
途
中
で
一
九
一
八
年
以
降
イ

ギ
リ
ス
の
ホ
ー
ル
、
さ
ら
に
二
十
二
年
以
降
は
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ウ
ー
り
一
を
主
任
と
す
る
英
米
二
者
達
に
よ
る
考
古
學
的
調
査
團
が
数
次
に

わ
た
っ
て
、
古
代
雲
ビ
軽
賎
ア
以
前
の
世
界
最
古
の
都
市
ウ
ル
（
d
こ
を
焚
掘
調
査
し
た
。
こ
の
ウ
ル
を
完
全
な
る
都
市
と
し
て
設
計
造
螢

し
た
の
は
第
三
王
朝
の
孟
夏
ウ
ル
・
ナ
ム
ー
（
ゆ
鴇
車
i
刈
刈
⇔
d
b
「
）
と
そ
の
後
下
者
ド
ウ
ン
ギ
（
三
寸
－
。
。
H
切
．
O
．
）
だ
と
い
わ
れ
る
。
彼
等
は

石
神
ナ
ナ
ー
ル
を
崇
拝
し
、
多
脳
の
棘
殿
王
宮
を
含
め
た
聖
血
を
都
市
の
中
心
に
置
き
、
蓮
河
を
開
い
て
灌
瀧
用
水
の
便
を
は
か
9
、
市
民

の
居
住
地
を
も
合
せ
て
都
市
全
都
を
城
壁
で
園
ん
だ
。
窩
翼
上
の
申
央
に
斜
め
に
見
え
る
長
方
の
地
匠
が
測
定
宮
殿
の
聖
域
テ
メ
ノ
ス
で
團

壁
の
六
ケ
所
に
後
の
バ
ビ
ロ
ン
に
み
る
よ
う
に
門
を
設
け
、
西
北
隅
に
高
く
聾
え
る
方
形
の
大
土
塾
（
毒
血
下
参
照
）
ま
た
後
代
の
ア
ッ
シ

リ
ア
に
み
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
特
有
の
手
序
ジ
グ
ラ
ッ
ト
、
そ
れ
を
挾
ん
で
北
側
に
月
紳
ナ
ナ
！
ル
の
祠
、
南
に
月
女
紳
ニ
ン
ガ
ル
の
祠
が
あ

9
、
塔
の
東
側
の
前
庭
は
シ
ュ
メ
ー
ル
人
占
居
以
前
の
彩
丈
土
器
の
出
た
所
。
聖
域
申
央
邊
に
は
月
紳
の
母
宮
工
・
ド
ブ
。
ラ
ル
・
マ
、
ド
ゥ

ン
ギ
王
宮
、
俗
院
ギ
グ
・
バ
ル
ク
等
の
諸
建
築
が
建
ち
な
ら
び
、
三
飯
に
は
豊
露
な
副
葬
晶
を
出
し
た
の
で
著
名
な
王
墓
を
含
む
王
朝
以
前

の
墓
地
が
あ
る
。
こ
の
聖
域
の
外
方
に
は
一
般
住
居
堤
題
諸
寺
院
の
堤
が
あ
り
そ
の
間
を
数
條
の
蓮
河
が
は
し
り
、
都
市
全
騰
を
城
壁
で
園

ん
で
み
る
。
建
物
は
主
に
日
乾
煉
瓦
と
歴
青
で
築
か
れ
、
　
一
般
家
屋
で
は
石
の
入
口
、
木
材
・
泥
土
の
屋
根
、
紳
殿
に
は
排
水
装
琶
も
備
え

折
代
都
市
に
劣
ら
ぬ
様
相
を
呈
し
て
み
る
。
特
に
延
々
と
懸
る
外
壁
は
残
存
の
基
部
構
慧
を
み
て
も
高
二
六
沢
．
基
底
幅
七
七
吠
あ
り
日
乾

煉
瓦
を
積
重
ね
て
あ
る
が
、
か
頼
る
堅
固
な
大
土
木
工
事
は
弧
力
な
主
罐
の
下
で
な
け
れ
ば
到
底
實
行
出
來
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

ゆ
ル
の
蔀
膚
丈
化
を
つ
メ
つ
逸
㌢
ユ
メ
ー
秘
人
の
み
種
的
所
属
は
今
日
の
と
と
み
不
明
で
あ
る
㌔
た
穿
こ
の
よ
う
な
最
古
の
都
市
が
弛
に
も

　
　
　
　
　
　
　
な

な
お
ζ
の
メ
ソ
ポ
汐
ミ
ア
肥
厚
で
は
例
え
ば
ラ
ガ
ッ
シ
ユ
、
エ
リ
デ
ユ
、
ニ
ィ
プ
ー
ル
等
で
掘
り
出
さ
れ
、
ま
た
ウ
ル
出
士
の
撃
壌
が
か
の

イ
ン
ダ
ス
漢
谷
の
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
ダ
ロ
出
土
の
も
の
に
類
似
し
、
と
れ
や
さ
ら
に
エ
ジ
プ
ト
古
王
朝
の
カ
フ
ン
の
町
等
を
考
え
る
と
古
代
都
市

の
設
立
が
紀
元
前
何
千
年
に
渤
る
古
る
い
も
の
．
で
．
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
（
藤
岡
、
樋
口
）



シ

ュ
メ
ー
ル
都
市
國
家
時
代
の
家
族
に
就
い
て

・
…
i
趣
族
と
樗
呼
と
の
考
察
一

中
原
與
茂
九
郎

梗
糟
　
本
稿
に
於
て
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
交
明
の
創
始
者
シ
ュ
メ
ー
ル
民
族
の
都
南
八
家
時
代
の
一
都
市
國
家
ラ
ガ
シ
ュ
を
情
心
と
し
て
鳳
輿
隠
代
に

入
っ
て
ま
も
な
い
初
期
の
シ
ュ
メ
ー
ル
人
の
家
族
を
血
統
と
総
呼
組
織
之
に
鰻
定
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
瓦
酌
家
族
研
究
の
立
場
か

ら
い
え
ば
序
論
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
血
縁
關
係
を
内
容
的
に
規
定
す
る
漁
統
槻
念
脚
ち
血
縁
傳
承
標
式
一
父
系
制
、
溝

系
制
、
父
冊
爾
系
制
一
を
ウ
ル
。
二
ー
ナ
王
か
ら
グ
デ
ア
王
ま
で
、
紳
殿
本
工
や
臨
画
碑
文
等
の
根
本
交
献
に
よ
っ
て
賢
讃
酌
に
探
究
し
た
。
都

市
國
家
時
代
に
於
て
は
偶
々
の
事
例
で
は
父
系
が
墜
．
倒
的
で
は
あ
る
が
、
、
そ
し
て
、
・
需
録
的
に
は
小
猛
の
語
例
が
女
系
に
よ
っ
て
麟
ち
婿
に
よ
っ
て

血
統
が
傳
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
駐
つ
グ
デ
ア
の
隠
代
に
ほ
女
子
の
家
督
網
綾
が
男
子
が
な
い
場
合
と
い
う
條
件
付
で
團
王
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
り
な
ど
し
て
い
惹
の
で
煎
統
は
父
懸
繭
系
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
』
次
に
宗
敏
思
想
の
う
ち
に
血
続
槻
念
が
知
侮
に
反
映
さ
れ
て

い
る
か
を
宗
廟
酌
文
献
や
國
王
碑
交
に
よ
っ
て
考
察
し
た
。
シ
ュ
メ
…
ル
宗
教
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
於
け
る
稀
々
の
生
活
は
入
聞
生
活
の
反
映
で
あ
る

と
惹
く
ラ
ド
ウ
博
士
の
論
に
μ
部
嗣
意
し
な
が
ら
紳
々
の
相
互
踊
係
を
探
究
し
て
見
た
。
亭
々
の
轍
界
に
於
け
る
血
統
は
女
牲
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
記
銀
的
に
は
翻
倒
的
に
多
い
。
こ
と
に
事
々
と
都
市
蘭
虫
灘
南
民
と
の
闘
…
係
に
於
て
は
都
市
國
家
及
市
屍
の
羅
と
い
弓
表
現
は
あ
っ

て
も
父
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
　
な
い
。
男
憩
と
輔
導
と
の
關
係
は
政
治
的
表
現
で
あ
り
女
紳
と
國
家
と
の
囲
係
は
砒
會
酌
墨
壷
で
あ
ろ
う
。

　
・
最
後
に
穂
懸
綴
織
を
家
族
及
親
族
に
闘
す
る
根
塞
交
献
に
求
め
、
こ
れ
の
解
繰
を
試
み
た
。
舅
、
姑
、
姪
、
婿
の
四
つ
の
藤
縄
は
い
ず
れ
秀
女
・

男
の
二
字
を
前
躍
し
て
い
る
熟
語
で
、
こ
れ
は
特
殊
な
圃
蓮
を
も
つ
た
爾
呼
で
、
こ
れ
の
考
究
が
シ
ュ
メ
r
ル
親
族
關
係
の
解
明
の
鍵
と
な
る
竜
の

で
あ
る
が
、
末
だ
結
論
的
解
明
の
域
に
下
し
一
て
い
な
い
の
で
本
稿
に
そ
れ
の
論
議
は
渕
愛
す
る
こ
と
ふ
し
た
。
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

（16の

シ
ュ
メ
ー
ル
瀦
叩
市
胴
闘
家
聯
．
代
の
家
族
に
献
…
い
て
（
ゆ
原
）

一
ご



シ
ュ
メ
ー
ル
激
W
宵
丁
國
家
時
，
代
の
銃
億
帆
に
就
い
て
（
中
原
）

聞

　
親
族
の
意
識
は
生
命
的
同
一
性
σ
自
…
覚
の
象
徴
と
し
て
の
血
の
回

腸
の
意
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
親
族
關
係
は
等
軸
的
事
實
で
あ
り
、

歴
吏
的
に
形
威
さ
れ
兆
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
形
態
は
時
代
的
に

攣
化
す
る
。
親
族
…
闘
係
の
歴
史
性
は
血
統
観
念
と
辮
呼
組
織
と
に
顯

．
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
血
統
槻
念
は
血
縁
は
何
入
を
通
し
て
偉
わ
れ

る
か
の
様
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
母
系
制
、
父
系
制
、
父
母
爾
系
制

－
の
三
腫
類
が
接
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
総
呼
組
織
は
親
族
相
互
の
身

分
的
地
位
を
表
示
す
る
た
め
の
総
呼
の
吾
吾
で
あ
9
、
　
…
定
の
秩
序

に
從
う
の
で
、
血
統
親
念
が
親
族
關
係
の
内
容
的
規
定
で
あ
る
に
灘

し
て
、
こ
れ
は
外
形
的
規
定
で
あ
る
。
次
に
血
統
観
念
及
稻
音
組
織

の
面
か
ら
都
市
國
家
時
代
の
シ
ュ
メ
ー
ル
入
の
家
族
に
就
い
て
考
究

し
て
見
た
い
。

晒
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二

　
歴
更
時
代
に
入
り
、
．
一
聯
の
都
市
三
家
群
が
南
部
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

の
神
積
年
野
に
・
建
設
さ
れ
た
頃
、
是
等
の
都
市
國
家
に
於
て
は
丈
献

の
示
す
と
こ
ろ
、
シ
ェ
メ
ー
ル
民
族
は
父
家
長
的
家
族
を
形
域
し
、

家
督
相
績
は
男
系
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
ら
レ
い
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
血
統
が
父
系
の
み
に
よ
っ
て
傳
わ
る
も
の
と
シ
ュ
メ
ー
ル
人

が
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
は
輕
々
に
封
じ
難
い
。

　
西
紀
前
三
千
年
頃
の
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
部
家
の
ウ
ル
。
二
・
ー
ナ
王
朝

　
の
樹
立
者
た
る
ウ
ル
。
ニ
ー
ナ
（
q
マ
堵
ヨ
2
露
Q
。
O
〔
さ
⇔
σ
O
・
）
　
は

「
グ
ル
ナ
ル
の
子
（
な
る
）
グ
ニ
ズ
の
子
」
（
俸
．
、
。
、
鐸
傘
．
マ
、
．
γ
島
．
．
・
鉤

角
毎
昌
β
φ
菖
・
あ
葬
）
　
と
彼
の
残
し
た
多
く
の
碑
文
に
記
し
、
彼
の
子
」
（

　
ア
ク
ル
ガ
ル
（
巴
臼
顔
柚
畠
）
　
が
二
代
の
國
王
と
な
り
、
三
代
エ
ー
ア

　
ン
ナ
ツ
ー
ム
（
醤
卸
回
り
μ
日
暫
貯
望
＝
μ
）
と
四
代
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
ー
ム
（
鍔
峯
㌣

昌
盛
幽
寂
）
と
は
兄
弟
で
あ
り
、
ア
ク
ル
ガ
ル
の
子
で
あ
る
。
五
代
エ

　
ン
テ
メ
ナ
（
冒
詳
9
5
2
多
）
は
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
溜
ム
の
子
で
あ
り
、

　
六
代
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
ー
ム
ニ
澱
の
父
で
あ
る
Q
ウ
ル
。
二
1
ナ
に
は

　
七
入
の
男
子
と
｝
入
の
女
子
と
八
入
の
子
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
（
－
）

　
て
い
る
。
血
統
表
示
の
形
式
は
ご
ギ
象
5
喀
ザ
躍
冒
節
ぎ
磯
麟
一
ピ
卸
α
守
謀
”

、
畠
藏
影
⇔
O
岩
鉱
釦
β
山
讐
ゴ
自
ゑ
瓢
冠
雪
H
・
の
如
く
、
　
「
A
、
8
の
子
、



C
の
子
し
と
父
名
を
畢
げ
て
、
そ
の
子
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い

　
　
　
　
　
一

る
Q

後
に
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
と
な
っ
た
エ
ン
リ
ク
ル
ヂ
（
国
三
並
巾
注
）

が
ラ
ガ
．
シ
ュ
の
面
争
ニ
ン
ギ
ル
ス
の
偲
正
（
。
。
琴
南
皆
）
で
あ
っ
た
時

　
　
　
　
　
（
2
）

代
の
丈
六
（
d
H
、
．
鮭
に
▽
は
、
　
起
爆
学
ご
で
㍗
ζ
－
。
。
護
の
妻
〉
菩
護
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

そ
の
不
動
慶
一
ブ
ル
ニ
ガ
を
（
ご
毎
．
”
撃
⇒
）
を
ニ
ン
ギ
ル
ス
一
脚
の
侮
制

正
工
凱
リ
タ
ル
ヂ
に
奪
却
し
た
資
買
に
關
す
る
記
録
で
あ
る
が
、
こ

の
文
章
の
中
に
は
エ
γ
リ
タ
ル
ヂ
の
子
で
あ
っ
て
後
年
彼
を
纏
い
で

ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
と
な
っ
た
ル
1
ガ
ル
ア
ン
ダ
（
暦
⇔
瞬
二
上
葺
含
ε

の
名
や
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
三
民
の
妻
バ
ル
ナ
ム
ク
ル
ラ
（
⇔
ゴ
葛
薫
“

ぎ
蜜
ビ
養
）
の
名
が
出
て
來
る
興
味
あ
菊
丈
書
で
あ
る
が
、
バ
ル
ナ
ム

タ
ル
ラ
は
ブ
ー
ル
ヵ
ー
キ
サ
ッ
グ
．
と
ア
シ
ャ
ッ
グ
と
の
女
で
鉱
4
0
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

彼
女
は
「
蜀
μ
三
協
ご
診
鵬
の
子
」
　
（
身
回
＝
μ
q
ゆ
娼
弓
L
9
ぞ
貯
］
＾
陣
あ
艶
σ
登
占
乙
）

　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

と
記
さ
れ
て
、
ア
シ
ャ
ッ
グ
σ
子
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
　
（
一
）
マ

¢c

ﾇ
〇
三
．
H
困
H
ご

　
上
記
の
落
掌
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
シ
ュ
メ
ー
ル
の
都
市
國

家
時
代
に
は
父
系
制
が
と
ら
れ
て
い
る
ヒ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ラ
ガ
シ
ュ
都
｛
巾
囲
一
家
の
．
ウ
ル
・
二
τ
ナ
王
朝
は
六
代
ま
で
は
｛
連
紳
齢

　
　
　
　
　
　
シ
ュ
メ
ー
ル
都
雷
甲
家
閲
悶
蘇
陽
臨
ハ
の
家
熊
脇
に
就
い
て
（
巾
・
醸
…
）

欄

男
系
糟
績
が
行
わ
れ
売
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
六
代
の
エ
ン
ァ
ン

ナ
ツ
ー
ム
ニ
世
以
後
の
か
ル
。
ニ
ー
ナ
家
の
溝
息
は
不
明
で
、
　
一
般

的
に
は
ウ
ル
。
二
三
ナ
王
朝
は
エ
ン
ア
ン
ナ
ヅ
ー
ム
ニ
世
を
最
後
と

し
て
断
絶
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
ー

ム
昏
昏
と
ウ
ル
。
カ
ギ
ナ
王
と
の
間
に
三
殿
の
パ
テ
シ
が
ラ
ガ
シ
ュ

に
鷺
派
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
皿
ン
エ
タ
ル
ヂ
（
国
亭
寧
夢
戸

賦
）
エ
ン
リ
ク
ル
ヂ
（
H
］
回
り
8
一
剛
「
“
螢
穆
一
8
紬
）
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
（
肥
馬
⑬
管
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脾

鴛
や
販
促
）
　
で
あ
る
。
　
エ
ン
エ
ク
ル
ヂ
と
エ
γ
リ
汐
ル
ヂ
と
の
關
係
は

名
の
類
似
性
以
外
は
爾
者
。
の
間
に
血
縁
的
關
係
の
有
無
を
知
り
う
る

資
料
は
一
側
も
～
な
い
。
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
干
ム
ニ
世
と
エ
ン
エ
グ
ル
ヂ
と

の
聞
に
も
爾
者
の
血
縁
心
頭
係
を
示
す
積
極
的
資
料
は
な
い
の
で
あ

る
。
エ
ン
リ
タ
ル
ヂ
と
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
と
は
父
子
の
．
關
係
に
あ
る

こ
と
は
上
蓮
の
⇔
男
φ
H
り
圓
…
錐
形
碑
文
の
記
窮
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
で
．
あ
る
。
エ
ン
ジ
ク
ル
ヂ
と
そ
の
妻
ビ
ぎ
唇
毎
．
と
の
子
が
ル
ー
ガ

ル
ア
ン
ダ
で
あ
る
。
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
妻
バ
ル
ナ
ム
ク
ル
…
フ
の
父

母
の
名
は
上
述
し
た
如
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
次

に
ラ
ガ
シ
ュ
の
藩
王
と
な
っ
た
の
が
石
倉
的
経
濟
的
改
革
を
断
行
し

た
有
名
な
ウ
ル
カ
ギ
ナ
王
（
d
影
－
冨
σ
q
言
ρ
）
で
あ
る
。
ル
ー
ガ
ル
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
三
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シ
ュ
メ
ー
ル
都
申
那
…
幽
家
時
幾
の
蒙
族
に
漏
就
い
て
（
中
原
）

ン
ダ
と
ウ
ル
カ
ギ
ナ
と
の
血
縁
關
係
も
亦
現
存
資
料
に
て
は
何
等
知

る
よ
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ル
カ
ギ
ナ
王
治
世
二
年
の
年
號
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壬
）

つ
た
丈
堂
罰
（
日
乙
慶
・
ピ
咳
ρ
¢
）
に
バ
ル
ナ
ム
ク
ル
ラ
の
名
が
見
え
、
彼

女
は
ウ
ル
ヵ
ギ
ナ
王
の
妻
シ
ャ
グ
シ
ャ
グ
（
浮
茜
の
｝
四
〔
薦
）
か
ら
手
當

の
食
料
を
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・
治
世
元

年
の
丈
書
（
日
奪
ど
堵
9
や
影
。
ざ
。
鼻
H
皐
犀
ご
に
　
「
小
萎
五
グ
ル

を
∴
人
。
ハ
テ
シ
に
、
小
祥
九
グ
ル
〕
二
〇
シ
ラ
と
エ
ム
マ
ー
四
グ
ル
ー

九
〇
シ
ラ
を
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
に
」
と
あ
り
、
↓
人
。
ハ
テ
シ
な
ル
ー
ガ

ル
ア
ン
ダ
ど
同
＝
親
し
う
る
の
で
、
ウ
ル
カ
ギ
ナ
の
即
位
後
伺
ル
ー

ガ
ル
ア
ン
ダ
も
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
も
生
存
し
、
言
忌
に
好
遇
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
距
‘
o
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
妻
バ
ル
ナ

ム
タ
〃
う
の
手
筆
支
給
額
が
夫
ル
ー
ガ
ル
ア
γ
ダ
よ
り
も
多
｝
量
で
あ

る
勲
で
あ
る
。
　
「
ラ
ガ
シ
ュ
の
母
」
と
荒
せ
ら
れ
た
バ
ウ
女
紳
の
憩

殿
か
ら
多
数
の
襖
形
泥
章
が
…
彼
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
丈
書

の
大
部
分
は
エ
ン
リ
ク
ル
ヂ
か
ち
ウ
ル
ヵ
ギ
ナ
の
時
代
ま
で
の
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
添
書
の
大
部
分
は
バ
ル
ナ
ム
ク
ル
ラ
及
び
シ

ャ
グ
シ
ャ
グ
の
二
人
の
王
妃
の
主
鰹
的
滑
動
を
記
録
し
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
、
是
等
の
記
録
か
ら
は
パ
テ
シ
、
ル
τ
ガ
ル
ア
ン
ダ
と
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
．

王
ウ
ル
藁
薦
ナ
と
は
た
黛
の
嬉
㌧
圃
髪
？
0
9
冨
。
ぎ
に
す
曽
な
か
っ
た
と

の
印
象
申
餐
う
け
る
と
う
レ
グ
ド
ン
藪
授
は
繭
…
妃
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
都
市
國
家
時
代
の
、
王
妃
の
地
位
の
重
要
性
を
示
峻
し
て
お
ら
れ

？
｝る

。
シ
ュ
メ
ー
ル
胤
愈
に
於
け
る
女
性
の
地
位
の
高
か
っ
た
こ
と
は

既
に
十
九
世
紀
末
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
言
の
セ
イ
ス
敦
授
、
ベ

ル
リ
ン
大
學
の
デ
リ
ッ
チ
ュ
教
授
の
目
を
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
爾
教
授
と
も
シ
ュ
メ
ー
ル
祉
會
は
母
擢
制
祉
會
で
あ
っ
た
と

　
　
　
τ
）

主
張
さ
れ
、
た
。
と
の
勲
に
就
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
玉
す
る
。

　
ウ
ル
カ
ギ
ナ
は
王
位
の
正
統
糠
承
者
で
は
な
く
て
そ
の
纂
訳
者
で

あ
る
と
冷
え
ら
れ
て
い
る
。
・
そ
れ
は
彼
が
グ
デ
ァ
（
Q
β
q
窪
）
と
共

に
シ
ュ
メ
ー
ル
H
ア
ン
カ
1
1
5
諸
君
主
申
最
も
多
く
の
碑
丈
を
残
し

た
君
主
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
索
出
に
一
回
も
父
の
名
を
畢
げ
て
い

な
い
黙
…
か
ら
の
推
測
で
あ
る
。
こ
の
黙
グ
デ
ァ
も
同
様
で
あ
る
。
上

述
し
た
如
く
、
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
と
共
妃
バ
ル
ナ
ゐ
タ
ル
ラ
が
ウ
ル

カ
ギ
ナ
王
の
初
年
に
生
存
し
、
共
生
活
費
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
エ
ン
リ
タ
ル
ヂ
が
叢
贈
爵
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
在
位
の
初
年
に
生

　
　
　
（
7
）

存
し
て
い
た
纂
實
と
照
鷹
…
し
て
、
王
位
の
保
持
は
絡
身
で
な
か
っ
た

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
玉
る
錫
合
の
王
位
交
替
は
他
動

（　t67　）



的
の
慶
立
に
よ
る
も
の
か
自
獲
的
の
護
位
に
よ
る
も
の
か
、
キ
ン
グ

…教

�
@
（
ピ
㌧
づ
・
．
囚
凶
ご
鋤
）
　
は
エ
ン
．
リ
タ
．
ル
ヂ
の
場
合
を
慶
立
と
…
推
定

　
　
　
（
8
）

し
て
い
る
ゼ
ヌ
イ
ヤ
ッ
ク
（
鵬
。
ま
缶
＝
碁
）
は
ル
τ
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
縛

代
ま
で
ウ
ル
ひ
ニ
ー
ナ
の
像
に
供
物
が
捧
げ
ら
れ
た
事
書
よ
白
し
て

、
恐
ら
く
、
エ
ン
エ
タ
ル
ヂ
及
エ
ン
リ
ク
ル
ヂ
は
エ
ン
ア
ン
ナ
ツ
ー

ム
ニ
世
の
子
で
あ
り
、
か
く
て
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
ま
で
は
ウ
ル
・
二

ー
ナ
の
血
統
が
揮
い
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
設
に
封
し

て
キ
ン
グ
教
授
は
創
…
始
者
、
（
ウ
ル
。
ニ
ー
ナ
）
に
甥
す
る
敬
意
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
（
9
｝

の
設
糠
に
は
な
る
が
王
朝
緩
績
の
設
蝶
に
は
な
ら
な
い
と
反
謝
し
、

エ
ン
エ
ク
ル
ヂ
、
エ
ン
リ
タ
ル
ヂ
及
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
三
名
の
パ

テ
シ
と
ウ
ル
。
二
τ
ナ
王
朝
と
の
野
里
な
る
關
係
は
推
測
の
域
を
．
脆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
・
　
　
　
．
と

し
な
い
と
噺
定
を
下
し
て
い
る
。

　
ウ
ル
八
三
ナ
時
代
よ
り
約
三
世
紀
後
、
．
ア
ッ
カ
ー
ド
王
國
末
期
の

國
力
嚢
弱
に
乗
じ
て
、
．
ラ
ガ
シ
ュ
に
濁
立
華
樺
が
ウ
ル
。
バ
ウ
（
q
ワ

回
碧
ぼ
）
に
よ
っ
．
て
…
樹
立
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ル
・
バ
ウ
（
（
多
獣
（
｝
σ
】
W
●

（
〕
・
）
の
次
の
パ
テ
シ
は
ナ
ー
ム
マ
ク
ニ
（
堵
短
日
仁
多
ぎ
覧
）
、
　
そ
の
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

は
ウ
ル
ガ
ル
（
娼
μ
・
直
銘
．
）
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
．
ら
れ
る
の

箕
匙
・
ウ
ル
●
バ
ウ
の
家
系
某
明
で
あ
9
・
彼
は
「
ニ
ン
．
ア
ガ

　
　
　
　
　
　
シ
ユ
メ
書
ル
都
密
Ψ
三
家
蘇
．
代
の
｛
承
簾
鴨
に
就
い
て
（
巾
・
原
）
’

ル
紳
の
生
み
し
兇
（
“
）
含
ヨ
葺
葺
騨
亀
笹
（
○
。
）
乱
酔
茜
首
累
凶
亭
籍
⑯
鑑
憂
⇒

嶋
。
）
L
　
と
そ
の
彫
像
碑
文
（
O
o
ピ
目
募
）
に
．
記
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
ウ
ル
。
バ
ウ
に
次
い
で
．
ハ
テ
シ
と
な
っ
た
ナ
ー
ム
マ
ク
ニ
（
宮
拶

嗣
ぎ
⇒
謀
議
陣
）
は
ヵ
ア
ザ
、
ソ
グ
（
犀
簿
あ
諺
鵬
）
の
女
、
ニ
ン
蚕
簿
ナ
（
累
一

　
　
《

】
μ
｝
嚢
0
9
ぼ
節
）
．
の
子
で
あ
る
こ
と
が
、
ニ
ン
カ
ギ
ナ
の
ウ
リ
ヂ
瀞
（
O
監

－
蘂
）
に
息
子
と
自
分
と
の
長
簿
を
所
願
し
て
奉
献
し
た
メ
1
ス
ヘ

ッ
ド
の
碑
銘
と
バ
ウ
紳
に
奉
納
し
た
女
性
像
の
碑
銘
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

知
ら
れ
る
り
で
あ
る
。
前
者
の
碑
銘
に
は
「
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
、

ナ
ー
ム
マ
ク
ニ
の
生
命
の
爲
に
、
ヵ
、
ア
ザ
ッ
グ
の
女
ニ
ン
ヵ
ギ
ナ
」

へ
四
一
八
行
）
云
々
と
あ
り
、
後
者
の
碑
銘
に
は
「
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ

テ
シ
、
ナ
τ
ム
マ
ク
ニ
の
生
命
の
爲
に
、
彼
の
生
み
の
母
　
（
ヨ
ゴ
？

貯
負
－
黛
＝
凱
）
ニ
ン
カ
ギ
ナ
」
（
（
鴻
》
一
．
　
目
呵
1
一
【
響
－
目
H
一
）
云
々
と
議
6
0
る
。
ナ

ー
ム
マ
ク
エ
の
妻
は
パ
テ
シ
、
ウ
ル
②
バ
ウ
の
女
瓦
ン
ガ
ン
ヅ
（
≧
コ

的
舘
篇
＝
）
で
ふ
6
託
っ
た
こ
と
は
〃
彼
女
が
ニ
ン
ギ
ル
ス
榊
や
ヅ
ン
シ
ャ
ッ

が
淋
に
夫
と
自
分
と
の
長
壽
を
所
．
験
し
て
奉
納
し
た
鉢
盤
や
メ
ー
ス

ヘ
ッ
ド
の
同
書
内
容
の
碑
銘
（
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
、
ナ
ー
ム
ヤ
ク

ニ
の
生
命
の
た
め
に
、
そ
の
妻
、
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
、
ウ
ル
・
バ

ゥ
の
女
早
ン
ガ
ン
ヅ
馬
彼
女
の
生
命
の
た
め
に
も
奉
納
す
）
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

（　168　）



　
　
　
　
　
　
シ
ユ
メ
ヨ
ル
都
市
㈱
家
時
代
の
家
族
に
就
い
て
（
中
原
）

て
知
ら
れ
る
・
縛
ム
マ
ク
あ
次
代
の
パ
テ
シ
・
ウ
ル
ガ
ル
の
妻

も
ウ
∴
λ
バ
ウ
の
女
で
あ
る
こ
と
は
聖
女
の
奉
納
し
た
女
性
像
の
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宜
）

銘
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
の
名
と
黒
黒
と
は

碑
丈
の
破
損
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
患
來
な
い
。
ウ
ル
・
バ
ウ
、
ナ

ー
ム
マ
ク
ニ
、
ウ
．
ル
・
ガ
ル
の
三
代
の
ラ
ガ
シ
ュ
の
。
ハ
テ
シ
の
闘
開
係

は
後
二
者
が
ウ
ル
・
バ
ウ
の
女
婿
で
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
に
も
現
存

の
碑
丈
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
古
る
。
こ
の
場
合
ウ
ル
・
バ
ウ
の
」

パ
テ
シ
の
位
倒
血
統
は
爾
後
女
系
を
嘱
し
て
縷
　
承
さ
れ
る
こ
と
玉
な

る
。
ウ
ル
。
バ
ウ
に
ば
エ
ン
ア
ン
ニ
パ
ッ
ダ
（
国
事
甫
嶺
犀
魯
魯
）
・

と
い
ふ
男
子
が
あ
り
、
ウ
ル
（
⇔
同
・
）
の
「
ナ
ン
ナ
ル
瀞
の
高
僧
」
（
φ
詳

臼
回
鎧
岸
累
鍵
導
師
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ウ
ル
の
エ
ー
ヌ
ン
マ
ー
ク

　
し

（
国
占
葺
四
病
影
ε
　
紳
殿
跡
か
ら
獲
掘
さ
れ
た
石
瓶
の
破
片
の
碑
銘
に

　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
（
1
5
｝
　
曽

よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
碑
銘
は
（
B
）
自
象
触
発
占
は
－
じ
渉
自
－
黛
“
（
ゆ
）
鼠
衛

男
，
｛
琶
μ
霧
（
。
。
）
自
彰
旨
d
吃
．
望
虐
（
劇
）
冨
含
色
（
α
）
蜜
腱
謀
写

（
Φ
）
：
：
：

　
「
エ
ン
ア
ン
ェ
パ
ッ
ダ
、
ナ
ン
ナ
ル
聖
意
の
高
俗
、
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ

テ
シ
、
ウ
ル
バ
ウ
の
子
、
…
…
」
と
あ
る
。
エ
ン
ア
ン
ニ
パ
ッ
ダ
が
ウ

ル
。
バ
ウ
の
男
子
で
あ
り
な
が
ら
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
と
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

つ
た
の
は
、
彼
が
父
よ
P
先
き
に
早
為
し
た
．
か
、
ナ
ン
ナ
ル
紳
の
高

倫
…
の
地
位
を
去
る
ご
と
が
出
足
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
で

あ
る
が
ラ
ガ
シ
ュ
の
パ
テ
シ
の
位
は
エ
ン
ア
ン
エ
パ
ッ
ダ
の
姉
妹
の

夫
即
ち
ウ
ル
・
バ
ゥ
の
女
婿
に
よ
っ
て
縫
承
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な

グ
ヂ
ア
が
ラ
芳
シ
ュ
の
パ
テ
シ
と
な
る
の
は
ウ
ル
。
バ
ウ
平
手
か
ら

約
牟
世
紀
の
後
で
あ
る
。
グ
デ
ア
は
そ
の
碑
丈
の
一
つ
に
畳
、
家
に
男

の
子
が
な
け
れ
ば
、
女
の
手
が
「
燃
え
る
油
」
を
も
っ
て
習
が
像
の

前
に
來
よ
と
女
子
の
家
督
事
績
を
規
定
し
て
い
る
。
　
（
己
α
蜜
嘗
δ
騙
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職

Q
o
ピ
く
囲
H
段
止
。
。
）
。

　
以
上
シ
晶
メ
ー
ル
都
市
国
家
時
代
に
於
け
る
血
統
槻
念
が
鼠
會
に

・
如
何
に
具
現
さ
れ
て
い
た
か
を
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
國
家
の
ウ
ル
。
二
1

ナ
時
代
（
露
。
。
O
O
O
b
⇔
・
ρ
）
か
ら
グ
デ
ア
時
代
（
⇔
蟄
ゆ
露
q
　
H
W
●
　
ム
Ω
．
）
ま

で
、
不
充
分
で
は
あ
る
が
…
通
9
検
討
し
て
見
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

都
市
國
家
時
代
の
シ
ュ
メ
ー
ル
社
愈
に
於
て
は
父
系
に
偏
し
て
は
い

る
が
父
濠
爾
系
制
が
探
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
次
に
章
を

改
め
て
、
ジ
ュ
メ
τ
ル
入
の
血
統
観
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
見
た
い
。

①
ウ
ル
・
昌
t
ナ
の
家
族
像
寛
仁
A
．
（
鳴
聾
託
帥
露
自
塁
p
．
O
ぎ
h
）
爵
岩
お
鎗
T

　
b
雪
讐
ポ
コ
。
警
諺
。
臥
訟
。
ぎ
p
葺
為
ヒ
穿
銭
ぎ
一
日
窪
営
曾
日
蒔
m
町
回
巴
肖

（．　169　）



　
筒
貯
。
昌
（
暴
馬
…
q
Ω
脳
内
ご
銀
鉱
娼
N
齢
H
O
O
メ
こ
2
．
G
c
に
碑
丈
二
才
さ
る
。

⑨
ご
勺
は
ヒ
§
8
身
ケ
、
辱
丘
9
U
8
盲
§
旨
娼
お
巽
磧
〇
三
馨
鼠

　
娼
鶏
．
八
戸
り
O
G
Q
点
O
め
ρ
の
略
號
内
、
・
六
物
篇
黒
旗
乎
爲
さ
れ
た
襖
形
泥
出
単
の
賞
琶
拠

　
の
み
、
ビ
う
●
ζ
9
戸
は
櫨
鴛
二
十
一
號
出
叉
鍛
笥
。

③
目
髪
三
三
6
讐
σ
q
貫
切
。
薯
。
出
曾
野
ご
§
8
融
⊆
巨
自
§
霧
（
暴
紫

　
鶉
目
○
）
鴇
弓
9
該
。
麿
同
O
O
Q
◎
亀
チ
エ
ー
ロ
ダ
ン
ジ
ヤ
ン
氏
の
手
爲
を
爲
眞
阪
と
し

　
た
も
の
、
盤
字
、
繰
課
な
し
。
製
。
．
h
ρ
O
び
く
・
O
o
ド
H
α
．
0
1
目
竪
に
「
ニ
ン

　
ギ
ル
ス
軸
桝
の
僧
…
正
の
妻
　
（
自
触
ご
＃
）
窮
ム
ッ
ル
」
鶉
。
く
・
Q
O
ピ
H
引
回
p
凸
　
に
、

　
「
エ
ン
リ
タ
ル
ヂ
、
ニ
ン
ギ
ル
ス
憩
の
僧
正
で
あ
る
」
と
あ
る
。

④
』
h
●
貸
①
O
。
き
巨
ぎ
噂
夢
三
①
霧
。
。
訟
巷
p
9
・
膨
回
蔭
≧
。
ぎ
ξ
奮
鳩

　
娼
鋤
鼠
O
o
緊
｝
O
｛
）
．
の
略
號
、
襖
形
泥
点
吊
の
手
賀
耐
版
に
、
罐
字
、
繰
課
付
き
、

，
舅
【
）
．
帆
評
（
）
σ
く
●
Q
亀
●
喘
鰯
閑
。
く
・
Q
乱
・
憾
●

⑤
　
9
副
葺
σ
円
峯
α
q
o
媒
ご
5
§
戸
酔
＝
謎
ε
羨
噌
ぐ
（
）
剛
・
け
勺
」
W
O
。
㌫
・

⑥
レ
・
寡
．
望
饗
ρ
冨
⇔
三
2
戸
凶
§
m
多
一
轟
≧
曙
身
塁
㍉
L
｛
二
μ
α
三
二
8
9

　
唱
》
蕊
庸
。
　
労
d
①
臨
宏
。
】
ポ
回
覧
ぴ
9
凋
己
峯
冨
帥
三
ρ
　
（
｝
b
じ
騎
ひ
霧
屋
・
）
サ

　
翼
9
く
緒
（
）
二
（
お
鍵
一
ワ
博
O
－
9
．

⑦
五
二
O
●
翼
。
幹
・
年
α
。
。
．
疏
O
の
誌
丈
書
に
エ
ン
リ
タ
ル
ヂ
の
活
動
し
た
記
事

　
が
あ
る
。
翼
。
こ
α
●
会
ψ
’
笥
Q
e
は
パ
ラ
シ
、
ル
ー
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
年
號
が
詑
さ
れ

　
て
い
る
。
大
十
號
跡
立
は
治
世
三
年
と
あ
る
の
み
で
統
治
者
の
劣
は
な
い
。

⑧
劉
ノ
＜
．
茜
一
考
鑑
ω
8
曙
◎
励
コ
。
ヨ
回
　
鳶
善
衛
レ
葬
師
μ
P
H
臥
〔
）
轟
。
嵩

　
菌
Q
鵬
Q
o
●
づ
・
戸
刈
こ
G
・

⑨
幽
玄
P
℃
」
8
噂
h
8
け
山
5
ぼ
。
（
同
）

⑩
葭
P
弓
」
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
國
家
時
代
の
家
族
に
就
い
て
（
巾
原
）

⑪
　
ナ
ー
ム
マ
ク
こ
と
ウ
ル
ガ
ル
と
の
繭
後
は
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
チ
義

　
ー
宿
雪
。
ダ
ン
ヂ
ヤ
ン
は
ウ
ル
ガ
ル
を
先
き
に
し
（
5
Q
レ
図
．
敬
・
⑦
き
、
キ
ン
グ

　
は
ナ
ー
ム
マ
ク
昌
を
先
き
に
し
て
い
み
（
鑑
営
鱒
。
ワ
。
罫
の
附
録
の
年
代

表
）
。
切
日
O
．
ン
（
）
●
目
㏄
呵
丈
書
に
ナ
ー
ム
マ
ク
ニ
の
パ
テ
シ
時
代
に
ウ
ル
ガ
ル
、

マ
シ
ユ
キ
ー
ム
　
（
影
縁
瞠
ぎ
）
と
あ
る
ウ
ル
ガ
ル
を
ナ
ー
ム
マ
ク
ニ
の
義
兄
弟

と
推
定
し
て
、
キ
ン
グ
子
鼠
麓
に
從
う
。

⑫
落
ピ
図
あ
．
〔
油
恥
●

⑱
．
葦
3
裟
・
胆

⑭
油
野
師
‘
ω
●
〔
い
｝
w
●

⑮
ρ
き
、
〔
言
＆
盤
乙
同
卜
磨
£
蝕
　
副
》
彦
回
身
雪
≦
け
凶
（
三
論
”
雰
曙
巴

　
ゴ
綴
母
ξ
算
）
＝
潮
h
・
Q
一
華
¢
コ
ト
¢
助
G
。
’
窯
＾
）
‘
貌
・

賭

　
ま
つ
シ
ュ
メ
ー
ル
入
の
血
統
観
念
を
シ
ニ
メ
ー
ル
宗
教
思
惣
の
う

ち
に
探
究
し
て
見
た
・
い
。
　
…
般
的
に
い
っ
て
、
宗
敦
は
入
問
丈
化
ゆ

最
も
保
守
的
傳
統
的
性
格
…
を
有
っ
て
お
り
、
祭
祀
、
儀
禮
、
讃
歌
、

緩
球
等
に
は
そ
れ
が
創
…
ら
れ
た
當
時
の
毎
週
の
制
度
や
習
慣
が
反
映

さ
れ
、
そ
れ
ら
の
制
度
や
償
習
が
現
下
の
三
下
生
活
か
ら
は
捨
て
去

ら
れ
た
後
も
後
世
永
く
保
存
傅
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
メ
ー
ル
民
族
の
宗
教
及
紳
學
思
想
を
研
究
し
た
ラ
ド
ウ
博
士

二
七

（17の



　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
メ
董
ル
都
市
隣
家
時
代
の
家
族
に
就
い
て
（
巾
原
）

　
（
麟
・
翻
楚
衛
口
幅
）
は
紳
々
の
砒
・
曾
（
象
く
ぎ
①
の
O
鼠
0
1
芝
）
。
は
入
墨
杜
＾
曾

　
（
げ
毎
改
訂
ロ
こ
。
o
鉱
。
昌
）
の
反
映
で
あ
り
、
　
入
附
田
會
が
原
型
に
し
て

紳
々
の
融
・
曾
は
そ
の
適
期
で
あ
る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
入
は
紳
を
彼
等
自

身
の
姿
に
創
出
し
た
。
紳
々
は
啓
示
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
入
聞
が

嘗
て
並
々
に
付
激
し
た
も
の
を
説
明
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
紳
の
歴

史
は
入
聞
の
歴
史
で
あ
る
。
シ
ュ
メ
1
ル
民
族
の
宗
敦
や
紳
學
を
研

癖兀

ｷ
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ュ
メ
ー
ル
斑
族
の
歴
史
及
交
化
に
關
す
る

　一

ﾂ
、
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
出
　
來
る
と
シ
ュ
メ
ー
ル
入
の
宗
教
と
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
｝

化
と
の
密
接
な
る
相
舞
關
係
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
ラ
ド
ウ
教
授

は
、
入
間
が
性
交
に
よ
っ
て
子
を
産
む
如
く
、
淋
々
も
性
交
し
て
、

　
（
蔦
密
曾
珍
｝
落
鷺
堀
・
σ
量
｝
子
を
産
む
（
貯
鐸
－
翁
）
。
　
シ
ュ
メ
ー
ル

民
族
は
そ
の
耐
會
生
活
及
制
度
の
初
期
段
階
に
於
て
は
血
統
は
母
系
・

に
よ
っ
て
傳
え
た
ら
し
く
、
こ
の
慣
習
は
愈
々
の
祉
會
に
移
さ
れ
た

・
と
解
篤
し
、
そ
の
急
設
と
し
て
．
ラ
ー
3
ウ
博
士
は
親
旺
父
母
な
る
語
を

．
取
り
黎
げ
、
シ
ュ
メ
ー
ル
入
は
父
母
を
苧
甲
≧
多
と
呼
ん
だ
が
古

き
無
智
に
は
こ
れ
が
逆
に
母
父
善
峯
出
5
と
母
を
先
き
に
置
い
て

　
い
る
。
ま
た
淋
々
の
出
∵
目
の
仕
方
を
見
れ
ば
、
女
融
ニ
ン
マ
ル
（
キ
）

は
女
榊
｝
一
ー
ナ
の
女
と
あ
り
、
ニ
ン
ウ
ル
ク
榊
は
匿
讐
（
“
剛
β
Y
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

詠
鍵
（
螂
鍵
．
）
（
1
1
図
窄
み
窄
ぎ
籍
）
の
子
邸
ち
女
瀞
ニ
ン
リ
ル
（
窯
ぎ
三
）

の
子
で
あ
り
、
　
「
女
紳
バ
ウ
の
七
入
の
兇
」
な
・
ど
母
系
に
よ
っ
て
紳

淋
の
出
自
が
示
さ
れ
て
い
る
。
血
統
が
父
系
に
よ
っ
て
傅
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
讐
多
雪
う
は
帥
と
」
善
養
に
愛
り
、
r
ニ
ン
マ

ル
（
キ
）
は
エ
ン
リ
ガ
帥
の
女
、
ニ
ン
ウ
ル
タ
は
エ
ン
リ
ル
の
子
、

な
ど
面
々
の
砒
會
に
於
て
も
出
自
は
父
系
に
愛
っ
て
い
る
。

　
ラ
ド
ウ
博
士
は
更
に
進
ん
で
、
歩
々
の
間
に
見
ら
れ
る
腫
々
の
婚

姻
關
係
か
ら
初
期
の
シ
ュ
メ
ー
ル
入
は
一
夫
多
妻
（
｝
》
o
グ
薩
彗
考
）
一

妻
多
夫
（
H
》
O
ぞ
釜
缶
養
）
を
慣
行
し
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
兄
弟
姉
妹

母
子
、
父
女
の
聞
に
性
交
が
行
わ
れ
た
に
相
蓮
な
し
と
大
膿
な
断
定

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

を
下
し
て
お
ら
れ
る
。
楚
々
の
肚
愈
が
人
聞
管
見
の
完
全
な
霊
像
と

の
見
地
に
立
つ
ラ
ー
5
ウ
博
士
と
し
セ
は
か
謀
る
結
論
に
到
達
さ
れ
た

の
は
當
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
只
々
の
間
に
於
け
る
父
子
、
兄
弟
姫

妹
關
係
の
髄
鞘
に
は
影
．
匂
羨
曽
。
ジ
，
噛
卜
．
d
碧
喰
峯
自
弁
に
よ
っ
て
指

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
政
治
的
要
素
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
政
治
的
覇
構
の
趨
移
に
よ
っ
て
延
々
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
於
け
る

親
子
、
兄
窮
姉
妹
怪
獣
が
新
し
く
嚢
生
し
た
9
、
馬
前
の
開
係
が
愛

更
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
ご
と
は
鞠
導
電
9
5
q
圃
齢
霧
q
　
の
読 （：tア1）



く
通
り
で
あ
る
。
或
る
女
紳
が
あ
れ
こ
れ
の
紳
の
、
時
に
は
「
母
」
、

時
に
は
妻
、
時
に
は
姉
妹
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
た
同
筆
に
或
る
紳
が

一
つ
の
、
あ
る
い
は
同
じ
単
軸
の
「
父
」
で
あ
っ
た
り
、
　
「
夫
」
で

あ
っ
た
り
、
兄
弟
で
あ
っ
た
り
す
る
翼
々
の
親
族
關
係
が
シ
ュ
メ
4

ル
初
期
計
∵
曾
の
　
夫
多
妻
、
　
＝
婁
多
夫
、
更
に
兄
弟
姉
妹
母
子
、
二

女
の
闘
の
性
行
爲
の
理
由
と
す
る
ラ
ド
ウ
博
士
の
読
に
は
、
俄
か
に

は
同
意
し
難
い
が
」
。
パ
ン
テ
オ
ン
に
於
け
る
墨
筆
の
親
族
關
係
を
他

の
要
素
と
共
に
シ
ュ
・
メ
ー
ル
民
族
の
血
統
観
念
考
察
の
重
要
な
資
料

と
す
る
こ
と
に
は
賛
威
で
あ
る
。

　
西
紀
前
三
千
年
頃
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
國
家
に
於
て
信
仰
せ
ら
れ
た
翼

々
は
ヴ
ル
。
ニ
ー
ナ
王
の
碑
丈
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の

棘
々
の
相
互
關
係
に
就
い
て
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ラ
ガ
シ
ュ
都

市
．
國
家
の
｝
地
域
ギ
ル
ス
　
（
O
貯
。
。
5
）
の
（
部
族
瀞
と
し
て
の
）
ニ

ン
ギ
几
ス
（
頃
凶
U
讐
窮
譜
）
、
二
ー
ナ
（
装
営
帥
）
地
域
の
（
部
族
紳
）
ニ

ー
ナ
、
ウ
ル
ア
ザ
ッ
ガ
（
⇔
讐
う
藝
㈹
晩
節
）
地
域
の
（
部
族
紳
）
バ
ウ

（
⇔
5
夢
葺
）
H
ガ
ッ
1
ム
ヅ
グ
（
傘
客
響
轟
鐸
灯
嘱
）
等
の
名
が
出
て
い
る
。

ニ
ン
ギ
ル
ス
は
熱
砂
で
あ
り
、
後
に
ヲ
ガ
シ
ュ
都
市
國
家
の
主
憩
と

な
っ
て
い
る
。
ニ
ー
ナ
と
バ
ウ
は
女
紳
で
、
バ
ウ
は
ニ
ン
ギ
ル
ス
の

　
　
　
　
　
　
シ
ニ
メ
；
ル
都
蜘
Ψ
圃
囲
家
時
代
の
家
乱
涙
に
就
い
て
（
中
原
）

配
偶
紳
と
な
る
べ
ぎ
女
監
で
あ
る
。
ガ
ッ
ー
ム
ヅ
グ
は
バ
ウ
の
別
名

で
あ
る
。

　
エ
ー
ア
ン
ナ
ツ
ー
ム
の
碑
丈
に
至
っ
て
始
め
て
紳
々
の
網
互
關
係

が
記
録
さ
る
玉
に
盃
つ
た
。
　
「
イ
ン
ニ
ニ
（
り
旨
胴
乱
）
の
愛
す
る
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
）

偶
者
（
註
夫
）
ル
ー
ガ
ル
ゥ
ル
（
ピ
賃
α
q
二
八
毎
）
」
と
あ
る
。
こ
⊥
に

注
意
す
べ
き
は
ル
ー
ガ
ル
ウ
ル
は
（
女
紳
）
イ
ン
一
＝
一
の
愛
す
る
夫

と
い
う
妻
を
申
心
と
し
た
表
現
で
あ
る
σ
イ
ン
．
一
＝
一
は
ラ
ガ
シ
ュ
の

一
地
域
ウ
ル
（
¢
μ
・
賃
1
1
Q
芭
茜
a
冒
）
の
憩
、
ル
τ
ガ
ル
ゥ
ル
の
配
偶

帥
で
あ
る
。
ル
ー
ガ
ル
サ
ル
憩
の
名
は
ウ
ル
・
ニ
ー
ナ
の
碑
丈
に
現

わ
・
れ
て
い
る
。

　
、
エ
ン
テ
メ
ナ
の
碑
丈
に
は
、
ガ
ッ
ー
ム
ヅ
グ
ぱ
「
ラ
ガ
シ
ュ
の
母

（
筥
μ
多
］
い
彩
。
電
器
賦
）
」
（
已
穿
舘
茜
。
『
酔
魚
μ
○
し
●
麺
）
「
エ
ン
リ
ル
は
「
紳

々
の
父
（
聞
き
亡
八
ご
σ
q
剛
㌘
角
ぎ
σ
守
貯
寸
寸
δ
）
」
（
囚
。
α
e
ゆ
劉
O
o
ど
同
・
。
）
と

あ
る
。

　
ウ
ル
・
バ
ウ
の
彫
像
言
出
に
億
ニ
ン
ハ
ル
サ
ソ
グ
（
蜜
昌
霞
の
薦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
｝

は
「
榊
々
の
母
（
鵠
彰
節
象
⇔
σ
皇
営
毒
訂
δ
）
」
「
善
き
婦
入
ニ
ン
マ
ル
（
キ
）

二
τ
ナ
の
長
女
に
（
臼
娼
σ
q
ぢ
男
首
占
呼
時
ワ
竃
の
三
亟
護
歯
夢
Q
鍾
巨
β
，
翼
α
身

　
　
　
　
　
（
6
）

象
拶
的
降
心
匿
苧
彰
）
」
　
と
あ
9
、
　
叉
彼
の
釘
歌
泥
棒
碑
丈
に
は
「
誰
肌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
國
家
臨
代
の
家
族
に
就
い
て
（
率
原
）

き
婦
入
バ
ゥ
、
ア
ヌ
の
女
し
と
あ
る
。

　
、
グ
デ
ア
の
周
年
に
は
、
「
ニ
ン
ツ
1
ド
、
紳
々
の
母
（
q
猷
σ
奄
貯
逐
貯
－

叶
q
脅
暫
欝
ド
診
自
凶
⇔
鵬
酵
屯
憎
口
O
）
」
（
駿
貯
蟄
け
一
酎
O
　
㌧
r
　
6
鴇
O
圃
の
　
H
目
H
ぴ
・
o
）
、
「
ニ
ン
ハ

ル
サ
グ
、
都
市
を
輝
か
す
女
王
、
（
都
市
の
）
子
等
（
一
1
市
民
）
の
母

（
↑
頃
弾
み
鍵
あ
薦
同
旨
μ
弩
β
ム
ρ
冒
？
鉾
嘗
多
価
臼
鷺
μ
ム
。
）
」
（
幹
㌘

言
。
｝
．
O
o
鯉
H
．
占
）
　
と
あ
る
。
　
エ
ン
ツ
ー
ド
は
ニ
ン
ぐ
ル
サ
グ
の

別
名
で
あ
る
。
r
グ
デ
ア
が
バ
ウ
無
事
に
奉
納
し
た
グ
ヂ
ア
自
身
の
彫

像
の
名
は
、
「
女
主
、
聖
怨
る
ア
ヌ
の
愛
児
、
母
バ
ウ
は
エ
ー
シ
ル

シ
ル
シ
ル
（
固
あ
亭
こ
Q
陣
F
・
あ
マ
）
言
忌
に
て
グ
ヂ
ア
に
生
命
を
蹴
ハ
え
給
…
え

9
」
（
縁
懸
賃
O
掴
．
O
O
ピ
目
H
汀
q
）
と
穣
え
ら
れ
た
。

　
（
＝
二
）
「
彼
の
母
．
ご
ー
ナ
は
パ
テ
シ
（
1
ー
グ
デ
ア
）
．
に
答
え
て
曰

く
」
、
「
：
：
：
（
「
七
）
吾
兄
弟
（
邸
①
こ
Q
）
ニ
ン
ギ
ル
ス
」
（
O
驚
財
U
舞
。
智
卜

O
o
ド
H
H
慣
。
、
、
笥
）
に
よ
っ
て
ニ
ー
ナ
と
ニ
ン
ギ
ル
ス
は
兄
妹
の
關
係

に
あ
る
こ
と
が
郊
ら
れ
る
。
ニ
ー
ナ
の
心
意
に
は
「
シ
ラ
ラ
シ
ュ
ム

（
淋
殿
）
の
姉
妹
紳
（
ψ
ζ
・
十
国
¢
桑
門
讐
冠
砿
ご
鴛
2
亟
鍔
”
℃
洛
言
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
・
↓

（
o
算
｝
9
野
H
H
・
・
．
…
H
H
嗜
）
と
一
あ
る
。

　
シ
ラ
ラ
シ
弧
ム
は
う
ガ
シ
晶
に
あ
る
．
二
i
ナ
の
瀞
殿
名
で
あ
る
。

　
「
歎
喜
の
婚
禮
の
下
物
（
同
話
三
聖
乱
〔
軒
σ
q
む
瓢
一
夢
）
を
ニ
ン
ギ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

ス
は
ア
ヌ
の
女
バ
ウ
、
破
の
愛
す
る
妻
（
登
学
匡
う
α
身
－
巳
）
に
與
え

た
（
ω
罫
嘗
o
Q
O
窪
・
H
崇
j
J
。
　
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
國
家
に
於
て
は
グ

デ
ア
以
前
古
く
よ
り
、
新
年
元
旦
を
ニ
ン
ギ
ル
ス
と
バ
ウ
と
の
結
婚

の
日
と
し
て
盛
大
な
硯
祭
が
行
わ
れ
、
國
王
は
ニ
ン
ギ
ル
ス
の
バ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

へ
の
婚
禮
の
贈
物
と
し
て
バ
ウ
紳
殿
へ
多
量
の
奉
納
物
を
贈
る
慣
習

が
あ
り
、
グ
デ
ア
の
碑
丈
に
は
破
一
鳳
從
來
の
諸
君
主
よ
り
も
約
二
倍

の
奉
納
物
を
贈
る
ζ
と
を
激
量
的
に
明
記
し
て
い
る
（
敬
蜜
葺
。
囲

Q
o
ゲ
＜
h
i
＜
賢
δ
）
。
新
年
号
一
日
は
「
バ
ウ
の
祭
の
月
（
一
葺
o
N
o
β

．
象
】
面
冒
ゆ
㌘
β
）
」
と
濡
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
圓
筒
碑
丈
8
の
コ
ラ
ム
晶
一
の
四
一
一
〇
行
に
憶
七
名
の
女
神
が

學
げ
ち
れ
、
破
女
等
は
「
バ
ウ
の
七
つ
児
、
主
ニ
シ
ギ
ル
ス
の
小
さ

き
者
（
旨
●
含
毎
づ
亭
言
霊
け
那
落
μ
象
昌
讐
冠
弱
学
q
－
彰
。
目
b
っ
・
丁
藷
戸
ム
㌘

Φ
U
合
胃
σ
。
貯
堵
貯
－
σ
毎
ヲ
ω
β
豪
診
ー
ヨ
O
）
具
と
あ
る
。
犀
鍔
昌
亭
ヨ
橡
は
双
生

児
の
意
で
あ
る
。
七
名
の
女
紳
は
バ
ウ
と
ニ
ン
ギ
ル
ス
と
の
闇
に
生

れ
た
「
七
つ
兇
」
で
あ
る
。
以
上
に
列
醸
し
た
ウ
ル
ニ
ニ
ー
ナ
よ
リ

グ
デ
ア
に
至
る
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
國
家
時
代
に
信
じ
ら
れ
た
紳
々
の
相

互
關
係
か
ら
血
統
誓
事
を
抽
毘
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
言

　
　
「
早
々
の
父
」
禦
共
々
の
母
し
と
い
ふ
表
現
に
よ
っ
て
榊
々
の
血
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統
ば
、
父
母
爾
系
か
ら
侮
わ
る
と
考
え
ら
れ
．
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
・
榊
々
と
都
市
國
家
と
の
關
係
に
於
て
は
「
ラ
ガ
シ
出
の
父
」
と

い
ふ
父
系
的
表
現
が
見
ら
、
れ
す
、
「
ラ
ゲ
シ
ュ
の
母
」
、
「
市
民
の
母
」

と
い
う
母
系
的
表
現
が
用
い
ち
れ
て
い
る
。
男
淋
と
都
市
國
家
と
の

騰
係
は
「
一
…
ン
ギ
ル
ス
は
ラ
ガ
シ
ュ
の
王
辱
と
か
「
継
界
の
王
エ
ン

リ
ル
」
の
如
く
政
治
的
表
現
で
あ
る
に
湿
し
て
、
甲
介
と
都
市
國
家

或
は
市
民
と
の
關
係
は
就
愈
的
表
現
で
あ
る
。
’
「
七
つ
児
」
の
婦
警

の
序
列
に
於
て
母
瀞
が
父
騨
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す

べ
き
勲
で
あ
る
。
こ
れ
に
關
美
し
て
準
々
と
君
主
と
の
關
係
を
｝
瞥
・

し
よ
う
。
エ
ー
ア
γ
ナ
ツ
ー
ム
も
エ
ン
テ
メ
ナ
も
「
ニ
ン
ハ
ル
サ
ッ

グ
の
聖
な
る
斜
辺
を
喰
わ
さ
れ
（
臼
乳
を
飲
ま
さ
れ
）
」
と
記
し
て
か

る
。
（
国
藍
建
暮
雷
旨
の
」
Ω
o
δ
冨
酔
巳
①
”
燭
。
～
O
o
ピ
く
属
…
圏
導
9
影
。
圃
養

の
闘
鈴
。
訂
8
汐
卜
‘
O
o
｝
．
減
・
。
一
H
H
同
）
。
ウ
ル
。
バ
ウ
は
「
ニ
ン
ア
ガ

ル
に
生
れ
し
子
（
負
鐸
影
亭
貯
脅
－
麟
p
負
貯
α
律
一
ビ
型
置
身
重
包
』
（
苧
σ
⇔
o
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

（
敬
9
貯
ρ
O
o
H
H
屋
）
噂
と
馴
し
、
グ
ヂ
ア
は
Q
醤
臼
⇒
含
σ
身
（
O
恋
醒
●
卜

目
H
o
）
り
頃
ぼ
鋒
（
O
気
圃
●
ト
ノ
灘
H
）
隔
り
5
一
溢
q
揖
（
O
嘱
一
●
回
W
　
Q
O
一
。
）
肉
）
肉
H
H
H
o
）

の
三
女
瀞
を
彼
の
母
と
記
し
て
い
る
。
グ
デ
ア
は
ガ
ツ
ー
ム
ヅ
グ
へ

の
所
願
の
う
ち
に
、
　
「
母
を
我
も
た
・
ず
、
吾
母
は
汝
な
り
。
父
を
我

　
　
　
　
　
　
シ
ュ
メ
湿
ル
都
市
國
家
時
代
の
家
族
に
就
い
て
（
中
原
罵

も
た
ナ
、
四
花
は
汝
な
9
σ
L
　
（
Q
覧
卜
財
H
ミ
）
と
呼
び
、
女
淋
が

ツ
τ
ム
ヅ
ク
を
一
身
に
男
女
爾
性
の
原
理
を
翁
有
す
る
母
即
町
君
i

・
母
親
一
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
槻
念
は
シ
ュ
メ
ー
ル
宗
敏
の
一
つ
の

特
徴
を
な
す
淋
秘
思
想
で
あ
る
。
　
ラ
ー
3
ウ
博
士
は
後
に
ウ
ル
ク
都

市
國
家
の
帯
出
と
な
っ
て
い
る
シ
ュ
メ
ー
ル
民
族
最
古
の
紳
ア
ン

（
卜
昌
1
1
理
乱
旨
）
の
性
心
…
去
る
§
養
ゐ
幽
「
磁
瓶
三
親
」
に
就
い
て
詳

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

細
に
研
究
し
て
い
る
。
今
こ
玉
で
臓
器
と
な
る
の
は
、
諸
君
主
が
そ

の
撮
影
を
「
女
能
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
君
主
論
都
市
國

家
は
母
系
の
出
自
を
も
・
つ
て
い
る
と
い
ふ
宗
教
思
想
で
あ
る
。
　
前

章
に
於
て
述
べ
た
如
く
、
都
市
國
家
時
代
の
シ
ュ
メ
ー
ル
肚
會
の
現

實
の
血
統
詔
旨
は
父
系
に
重
勲
の
畳
か
れ
て
い
る
父
母
爾
系
に
よ
っ

て
見
え
ら
れ
て
・
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
都
市
藁
家
時
代
の
宗
教

思
想
の
う
ち
に
示
さ
れ
た
る
血
統
観
念
に
は
母
系
制
的
な
も
の
が
伺

え
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
シ
ュ
メ
’
ー
ル
民
族
が
都
市
國

家
を
形
威
す
る
以
前
に
血
統
の
母
系
制
の
段
階
を
経
過
し
た
で
あ
ろ

う
と
の
推
断
の
一
つ
の
二
言
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
融

隼
図
銭
婁
℃
Q
。
毒
6
話
§
重
三
暑
影
鎗
笹
津
銘
Φ
猛
ぎ
σ
身
。
9
凪
ぎ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
國
家
聯
代
の
家
族
に
就
い
て
（
中
原
）

　
聖
§
戸
普
。
日
。
皆
堂
①
崔
剛
∪
冨
ζ
o
一
翼
一
画
づ
霞
．
コ
μ
剛
貯
幽
包
覧
凱
，
即
自
暫

　
づ
配
量

②
皆
峯
4
マ
．
鱒
舞

③
レ
　
囲
●
智
聲
○
ヨ
肖
冨
9
＜
帥
欝
銭
。
ゆ
。
団
野
げ
覧
。
三
三
留
冒
益
渚
。
、
鴇
ダ

　
唱
三
智
9
0
ξ
ピ
9
同
鎗
辞
℃
5
お
こ
膚
・

、
｝
⇔
昌
α
q
同
整
P
d
δ
影
Φ
＝
σ
q
δ
一
μ
師
曾
冨
客
笠
。
巳
。
暑
回
益
k
ピ
沼
貿
9
。
”
噸
。
　
餐

　
同
の
囮
ど
d
ロ
．
同
癖
。

④
Ω
①
§
。
・
琶
ρ
ぎ
タ
Q
9
＜
回
司
墨

⑤
こ
な
言
宕
ρ
0
9
＜
ア
H
。
・

⑥
目
§
咳
品
£
レ
藁
」
i
告
。
．

⑦
軽
き
ヨ
①
夢
の
野
興
器
官
b
O
9
覧
1
・
。
に
は
臼
お
犀
密
舜

　
訟
犀
帥
同
多
竃
～
邸
ロ
昌
闘
み
夢
　
「
シ
ラ
ラ
舳
旧
殿
の
ニ
ー
ナ
」
　
と
あ
る
。
　
融
｝
『
十
囲
d

　
は
妨
妹
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
讃
み
方
は
不
明
で
、
蝕
冒
ポ
碗
寄
甲
。
σ
9
剛
と
讃

　
ま
わ
て
は
い
る
が
凝
問
的
で
あ
る
。
恋
昧
は
シ
ラ
ラ
聯
殿
に
住
む
ニ
ン
ギ
ル

　
ス
の
姉
妹
紳
で
あ
る
。
日
財
＝
弓
㍉
U
二
二
0
9
●
は
、
酸
。
財
封
①
乙
Ω
＄
弓
く
O
昌
己
○
け
．
鴛
昏
、

　
ぎ
導
葺
、
と
課
し
、
幹
鍵
詠
a
亭
蜜
を
旧
名
に
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、

　
私
は
こ
像
レ
い
十
姻
d
毎
旨
σ
q
岸
を
昴
二
三
な
る
帥
と
同
絡
…
に
見
て
臼
営
σ
q
甘
緊
げ
診

　
昏
夢
夢
犀
r
膠
ヨ
詳
－
ぎ
“
三
野
（
ゆ
）
象
昌
α
Ω
躍
訟
ぱ
麟
罫
臨
み
娼
同
μ
μ
－
鍔
と
解
し
た

　
い
。
術
、
写
ξ
’
－
∪
嘗
σ
含
・
氏
は
前
者
を
．
蜜
籠
ぎ
幹
鷺
詠
毎
戸
、
と

　
課
し
て
い
る
。
　
融
0
9
訟
卜
囚
．
弊
こ
Q
辞
O
告
9
●

⑧
醤
乙
窪
ち
》
、
警
己
や
虞
旨

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
目
ニ

　
前
二
章
に
於
て
都
市
各
家
揚
代
に
自
費
に
行
わ
れ
た
血
統
繋
属
の

形
態
と
、
宗
敏
思
想
に
見
ら
る
玉
血
統
繋
属
關
係
と
を
考
察
し
て
き
．

浸
が
、
本
章
に
於
て
は
親
族
三
野
の
外
形
的
規
定
と
な
る
稻
呼
組
織

に
就
い
て
検
討
し
て
見
た
い
。

　
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で
血
族
、
親
族
を
示
す
語
は
募
げ
9
ポ
鴛
⇔
の
二

語
が
あ
り
、
家
族
の
語
は
鉱
肖
劉
㌘
が
あ
る
。
誌
ぴ
霧
は
ア
ッ
カ
ー

ド
語
に
は
．
善
彫
）
o
、
「
血
族
」
「
結
合
」
「
共
同
し
の
意
昧
を
も
つ
て

い．

ﾝ．

B
婆
二
語
に
讐
れ
て
い
る
・
語
源
は
恐
ら
く
甦
舞

「
血
」
で
、
ぜ
諺
は
ゼ
霞
黎
諸
「
分
け
る
」
「
配
分
す
る
」
で
罐
ご
鴛

は
「
血
を
分
け
あ
っ
た
も
の
」
邸
ち
「
血
族
」
　
「
ジ
洩
ぺ
」
「
血
族
．

　
　
ノ

輩
ハ
同
鰹
」
で
あ
り
、
血
線
關
係
を
示
す
’
弧
㎜
で
あ
ろ
う
。
為
ビ
β
－
は
ア
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

カ
τ
ド
戴
㎜
に
は
。
彰
⇔
葺
と
課
さ
れ
て
い
る
。
　
φ
諺
欝
甑
は
血
族
、

親
族
、
一
族
等
近
親
關
係
（
ノ
N
O
U
♂
く
㌻
回
μ
角
こ
Ω
O
麟
｝
回
帥
φ
）
を
現
わ
す
語
で
あ

　
（
3
）

る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
語
の
へ
毎
弼
の
語
源
は
「
魚
卵
」
（
　
　
　
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
磐
胃
⇔
の
2
　
冒
夙
口
⇔
同
）

で
あ
舞
・
嘉
は
餐
援
で
あ
っ
た
．
ζ
｛
ル
宿
元
縁
的

近
親
關
係
を
、
小
粒
の
結
合
よ
り
威
る
魚
卵
に
比
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
部
族
聯
合
よ
り
嚢
展
し
た
と
思
考
せ
ら
れ
る
シ
ュ
メ
τ
ル
都
市

國
家
め
「
都
市
」
（
ξ
q
）
の
語
源
も
、
有
名
な
都
市
ウ
ル
（
⇔
同
）
の

（　17，5　）



　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
く

嚢
字
は
古
く
は
誇
駿
（
兄
弟
）
i
ン
炉
（
父
）
一
箆
（
地
）
と
書
か
れ

て
d
＝
と
窪
ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、
，
既
に
逃
べ
た
ラ
ガ
シ
ュ
都
市

幽
家
の
凹
地
証
の
二
つ
が
銃
7
軍
学
幽
養
α
身
磯
鋒
と
い
わ
れ
、
ラ
ガ

シ
ュ
都
市
三
家
は
四
地
響
の
合
併
に
よ
っ
て
形
威
さ
れ
た
と
推
矩
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
る
一
ど
一
旨
二
塁
の
所
論
以
來
｛
疋
説
と
な
っ
て
い
る
一
箇
な
ど

か
ら
し
て
血
族
、
親
族
の
へ
弓
嵩
と
同
語
源
「
魚
卵
」
か
ら
出
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
三
屯
τ
’
は
ア
ッ
カ
ー
ド
語
に
は
】
（
ぎ
さ
＝
「
家
族
」
と
夏
冬
緯
さ
れ

　
　
「
（
6
）

て
い
る
。
日
凱
は
註
影
β
「
身
騰
」
、
及
ビ
一
報
ゴ
臼
旨
「
自
身
」
の
意
、

猛
は
藁
）
∵
薩
の
語
尾
の
腕
落
さ
れ
た
も
の
で
急
旨
「
生
む
」
「
産

豪
れ
る
」
の
意
、
目
無
智
は
「
一
身
か
ら
生
れ
た
も
の
」
の
意
で
、

こ
れ
は
生
命
撃
厩
…
を
一
入
の
租
親
か
ら
派
生
し
た
と
な
す
租
宗
軍
一

槻
の
思
想
で
あ
り
、
と
れ
は
前
述
し
た
如
く
、
シ
ュ
メ
ー
ル
入
の
古

き
宗
意
思
慰
…
1
瀞
は
男
女
爾
…
性
の
原
理
を
7
身
に
具
書
す
る
と
な

す
1
巳
蚤
材
。
讐
、
崇
》
（
望
回
忌
宕
弓
。
の
信
仰
、
即
ち
嘗
｝
箭
酷
イ
9
「
母
父

H
親
」
の
思
想
と
稠
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
家
族
は
軍
一
．
組

宗
よ
り
禺
興
し
た
も
の
と
な
す
家
族
親
．
は
シ
ュ
メ
τ
ル
．
入
の
潮
先
二

男
の
習
慣
と
…
致
す
る
。
彗
多
∴
7
渉
の
熟
語
に
於
て
母
を
父
に
前
置

　
　
　
　
　
　
シ
ユ
メ
1
ル
都
市
騰
家
蒔
代
の
家
族
に
就
い
て
（
中
原
）

き
し
て
い
る
の
は
「
子
鳳
母
の
髄
内
か
ら
生
れ
る
と
い
う
生
理
現
象

の
外
に
母
の
地
位
が
父
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
聖
代
に
作
ち
れ
た
遙

・
語
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
α
誉
三
幽
う
を
ア
ッ
カ
ー
ド
語
に

は
菩
β
自
⇔
ヨ
彰
環
「
父
と
母
」
と
課
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く

シ
ュ
メ
ー
ル
語
に
於
て
も
後
に
は
川
で
苧
㌘
彰
蟄
と
嘗
く
よ
う
に
な
つ

　
　
（
7
｝

て
い
る
。
女
（
。
。
三
）
を
男
（
募
へ
滞
三
貯
ヴ
）
炉
に
蘭
寒
し
て
い
る
熟

語
は
、
親
族
關
係
を
示
す
稔
呼
組
織
の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
。
舅
は

　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
く

oa

p
5
・
d
己
陰
，
d
ン
嵩
　
と
書
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姑
は
碧
ピ
冒
と
駈
シ
目
｝
エ
、
婿
は
、

　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

訟
浮
目
ん
謎
－
の
ト
、
妻
は
、
砿
鐸
H
纈
¢
酸
、
夫
婦
は
の
ト
H
み
涜
－
回
）
卜
竃
の

暫
奈
男
に
前
亙
れ
て
い
る
・
ま
た
喜
エ
ン
リ
ル
紳
へ
の
所

疇
丈
な
ど
に
も
「
吾
町
に
て
乙
女
の
悲
歎
は
釜
弐
加
わ
る
。
平
町
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

て
若
者
の
悲
歎
は
愈
土
託
す
。
女
部
屋
に
い
る
吾
娘
は
そ
の
家
族
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ら
取
り
去
ら
れ
、
若
者
は
そ
の
一
族
の
家
か
ら
山
へ
禺
て
行
く
」
の

如
く
女
性
に
験
す
る
纂
項
が
男
性
の
そ
れ
に
前
置
料
れ
て
い
る
。

　
次
に
・
家
族
及
親
族
の
稔
呼
組
織
を
考
究
す
る
。
ま
す
…
縦
の
系
列
と

し
て
家
族
．
の
構
成
系
統
を
世
代
か
ら
見
て
行
く
。
父
は
3
苧
3
触
き

診
角
の
稻
呼
が
あ
る
。
母
は
野
幌
多
の
一
語
で
あ
る
が
騎
ヨ
。
－
宕
倉
9
“

「
生
母
」
の
稻
呼
が
あ
る
。
子
は
男
女
共
類
別
的
に
負
窪
ゴ
＝
と
呼
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
三
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シ
ュ
メ
ー
ル
都
山
巾
…
閣
家
時
臨
代
の
家
晶
族
に
就
い
て
（
中
原
）

れ
る
が
響
き
皆
翫
巴
「
女
子
］
脅
玉
戸
亭
ξ
¢
魯
「
男
子
」
の
個
別
的
稻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

呼
が
あ
り
、
都
市
早
藤
時
代
に
は
雨
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
男

子
」
の
二
字
は
摯
下
調
と
早
ま
れ
「
栢
導
者
」
の
語
と
な
っ
て
い
る

の
は
家
督
零
丁
・
圭
冠
績
が
「
男
子
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

2
ち
く
ら
れ
た
稽
呼
で
あ
ろ
う
。
箆
に
後
に
は
崖
・
は
安
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
迎

相
曝
者
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
兄
弟
姉
妹
は
類
別
的
に
「
血
」
（
魯
影
β
）
、
を
意
味
す
る
診
ω
o
ビ

晋
の
と
稻
呼
さ
れ
た
ら
し
い
が
後
に
兄
弟
の
み
の
辮
呼
と
な
る
。
姉

妹
の
稻
呼
に
は
こ
α
鯵
冒
十
以
O
の
交
字
が
あ
る
が
讃
み
方
は
不
明
で

　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

疑
問
的
に
営
⇔
o
ビ
。
・
鑑
6
駐
o
H
（
5
。
巴
）
⇔
α
奄
N
と
讃
ま
れ
て
る
る
つ
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ド

父
と
組
先
と
は
同
一
語
で
㌧
卜
－
O
H
甲
蜀
H
腔
O
k
r
鶏
心
髄
」
切
H
好
Ω
ト

と
書
か
れ
て
い
る
が
如
何
に
男
呼
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
孫
に

は
特
別
の
稗
呼
は
な
く
、
孫
以
下
は
q
毎
冒
皆
身
心
「
後
斎
」
と
類
別

的
に
総
稻
さ
れ
た
ら
し
い
。
エ
ー
ア
ン
ナ
ツ
ー
ム
が
組
父
ウ
ル
。
二

i
ナ
を
（
蟹
〇
一
負
⑳
け
O
一
目
戸
　
㌧
r
　
〔
㎞
O
一
・
　
ノ
N
H
H
H
．
戸
i
ぴ
）
、
　
エ
ン
テ
メ
ナ
が
伯
父
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

ー
ア
ン
ナ
ツ
ー
ム
を
（
目
。
鍍
。
〆
憶
ア
霧
）
共
に
》
｝
－
O
H
孕
騎
H
緊
Q
ト

と
呼
ん
で
い
る
の
は
此
稻
呼
が
租
父
を
含
め
て
組
先
一
般
の
類
別
的

叢
誌
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
旋
曾
孫
に
あ
た
る
エ
．
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛤
）

テ
メ
ナ
が
自
ら
を
ウ
ル
・
ユ
ー
ナ
の
臼
ぎ
“
亭
】
窪
と
樗
し
て
い
る
の

は
此
々
が
孫
以
下
の
後
衛
の
類
別
的
、
辮
呼
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
種
呼
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
都
市
國
家
事
代
の
シ
晶
メ
ー

ル
の
家
族
は
親
（
父
母
）
↑
↓
自
己
（
夫
婦
）
↑
↓
・
子
（
男
女
）
の
我

を
申
軸
と
す
る
親
子
一
、
｝
世
畿
を
基
本
と
す
る
雛
…
蓬
港
も
つ
て
い
た
こ

と
玉
な
る
。
即
ち
家
長
が
父
親
で
あ
る
製
薬
は
親
子
繋
厩
關
係
は
父

と
自
己
で
あ
P
、
父
が
死
亡
し
自
己
が
家
長
と
な
る
と
き
親
子
繋
屍

關
係
は
、
自
己
と
自
己
の
子
に
移
る
。
早
筆
そ
の
他
の
丈
献
に
見
ら

る
る
「
A
は
B
の
子
」
、
　
「
（
B
は
）
C
の
子
」
と
い
ふ
遡
源
的
表
現

の
仕
方
は
家
族
の
縦
の
基
本
樵
…
遙
が
親
一
ナ
真
青
關
係
に
あ
る
こ
老
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ル
。
同
日
ナ
の
家
族
像
霜
露
を
参
考
す
れ

ば
此
間
の
漕
息
が
よ
く
う
か
穿
え
る
。
家
族
像
に
は
ウ
ル
。
ニ
ー
ナ

と
彼
の
八
名
の
子
（
内
一
人
は
女
）
の
像
と
が
薄
肉
彫
さ
れ
｝
そ
れ

に
各
自
の
名
が
設
…
明
的
に
記
銘
さ
れ
て
い
る
つ
ウ
ル
。
『
i
ナ
の
像

の
読
明
は
、
ウ
ル
9
ニ
ー
，
ナ
、
グ
ニ
ズ
の
子
、
グ
ル
サ
ル
の
子
と
あ

9
、
八
名
の
像
に
は
彼
等
の
名
が
夫
々
記
さ
価
、
　
コ
兄
」
と
設
明
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
リ
ッ
ダ
、
（
女
）
兇
」
「
ア
ク
ル
ガ
ル
、
児
」
の

如
く
で
あ
る
。
ウ
ル
。
二
藍
ナ
の
父
及
組
父
の
像
は
彫
ら
れ
て
い
な
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い
。
　
コ
某
の
子
」
と
書
か
れ
て
い
る
蒔
は
菓
は
既
に
死
亡
し
て
い
る
r

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
父
家
長
的
家
族
に
於
て
は
面
詰
は
父
の
死
後
其

子
に
よ
っ
て
縫
承
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
父
の
稔
呼
の
一
つ
の
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍍
）

に
ば
警
旨
「
自
髪
の
入
」
「
老
入
」
の
意
が
あ
り
、
父
が
長
生
す
れ

ぼ
孫
或
憶
曾
孫
が
家
族
員
の
申
に
加
わ
る
と
と
は
あ
り
う
為
「
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
…
逆
に
母
は
孫
が
家
長
に
な
る
頃
ま
で
家
族
員
と
し
て
生

存
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
父
罐
を
中
心
と
し
た
シ
晶
メ
．
ー

ル
家
族
に
於
て
は
、
親
子
二
面
關
…
係
が
家
族
の
基
太
・
的
櫓
幾
で
あ
っ

た
。　

次
に
家
族
の
横
の
關
係
に
移
っ
て
行
き
た
い
。
横
へ
㊨
擬
り
は
婚
，

姻
に
よ
る
男
女
の
結
合
即
ち
夫
婦
が
基
本
と
な
る
。
シ
晶
メ
ー
ル
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

で
夫
婦
の
稔
腰
・
垂
善
事
算
ぎ
（
ω
章
毎
b
ら
ご
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

こ
れ
は
の
跨
ピ
「
女
」
、
　
q
融
「
男
」
、
　
b
卜
嵩
「
晶
緒
に
在
る
」
の
三

字
よ
り
威
る
執
騨
語
で
あ
る
。
夫
の
樗
呼
は
黛
讐
戸
（
U
葺
9
信
）
　
で
あ

る
。
山
葺
μ
は
、
夫
婦
の
第
三
字
目
と
同
じ
丁
字
で
あ
9
、
　
o
α
ト
ビ
＋

　
くO

H
ω
即
ち
「
女
陰
」
と
「
男
根
」
と
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
「
女
」

と
「
男
」
と
の
二
丈
字
を
結
合
し
た
合
意
卍
字
で
あ
る
。
　
魯
影
は

普
通
語
と
し
て
は
画
嚢
卸
諺
コ
側
に
あ
る
し
「
側
に
居
る
も
の
し
の
意
，

　
　
　
　
　
　
・
シ
ユ
メ
；
ル
都
宿
　
國
家
蒔
代
の
家
族
に
就
い
て
ハ
巾
原
）
、

で
あ
る
。
妻
の
穂
呼
も
参
言
（
H
農
警
β
）
で
あ
る
。
妻
の
稔
呼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
5
）

’
は
自
硫
気
の
他
に
謀
鵠
釜
⇔
（
1
ー
ヨ
鴛
げ
ぎ
弼
　
　
　
　
　
《
）
が
あ
り
、
同
褻
者
め
意
。

　
　
　
く

oe

p
財
φ
の
「
女
」
と
「
男
」
の
二
字
よ
り
成
る
熟
語
で
あ
る
。

　
男
女
の
結
合
即
ち
婚
姻
を
通
し
て
種
々
な
形
態
の
親
族
關
係
が
獲

生
し
て
く
る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
都
布
國
家
時
代
の
親
族
．
稻
呼
に
は
次
の

如
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
日
憩
ど
閑
日
O
・
b
℃
．
碧
ピ
囚
．
等
の
根
本
直
撃
か
ら
拾
い
出
し
て
見

る
と
、
孤
影
び
簿
の
鑑
「
ヘ
パ
テ
シ
の
）
妻
の
父
」
、
㌻
霧
ρ
あ
乙
「
（
パ
テ
シ

の
）
妻
の
母
」
歌
霧
塗
二
「
（
．
ハ
テ
シ
の
）
妻
の
兄
弟
」
、
こ
亭
。
・
三
「
（
パ

テ
シ
の
）
妻
の
姉
妹
」
冒
首
ゲ
§
峯
「
母
の
姉
妹
」
等
の
親
族
關
係
を

示
す
語
彙
が
見
禺
さ
れ
る
が
こ
れ
ら
の
表
現
は
親
族
の
血
縁
關
…
係
を

読
明
す
る
直
接
的
表
現
法
で
あ
る
。
し
か
も
以
下
の
「
舅
」
影
ξ
包
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

。
ビ
ヨ
ξ
β
葺
1
1
窪
窪
崔
蓬
（
6
Q
k
ピ
ロ
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。
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習
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廿
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ピ
ゐ
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園
勇
昂
帽
の
讃
み
と
意
味
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不
明
で
あ
る
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ア
ッ
カ
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っ
て
作
ら
れ
た
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ら
れ
る
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ま
た
「
義
父
の
女
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即
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姪
の
看
貫
が
あ
っ
て
甥
の
穂
呼
が
な
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の
も
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徴
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で
あ
る
。
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姪
、
婿
の
稔
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市
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す
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た
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